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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２７年３月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年５月２８日 １７時３０分ごろ 

発生場所 宮城県牡鹿
お し か

半島西方沖 

 石巻漁港東防波堤灯台から真方位１５９°３.７海里付近 

 （概位 北緯３８°２１.０５′ 東経１４１°２２.１２′） 

インシデント調査の経過  平成２６年９月４日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（仙台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八宝来
ほうらい

丸、１８トン 

 ＭＧ２－５６４５（漁船登録番号）、個人所有 

 １６.４０ｍ（Lr）×３.９５ｍ×１.９８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５５１.６３kＷ、昭和５０年６月 

 第２１０－４００５０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２年７月２３日 

  免許証交付日 平成２２年７月１４日 

         （平成２７年７月２２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、宮城県金華山東方沖における底

引き網漁の操業を終え、石巻漁港へ向けて牡鹿半島西方沖を北西進

中、平成２６年５月２８日１７時３０分ごろ、主機の運転音が大きく

なったため、船長が冷却水の排出状況を確認したところ、冷却水が排

出されておらず、主機が警報を発することなく停止した。 

 船長は、主機を始動しようとしたが始動しなかったため、付近を通

った僚船に救助を依頼した。 

 本船は、僚船にえい
．．

航され、１８時３０分ごろ石巻漁港に入港し

た。 

 本船は、入港後、修理業者によって主機の点検が行われた結果、タ

ーニングすることができず、主機を開放したところ、ピストン及びシ

リンダライナ、クランクピン軸受メタルに焼付きが認められた。（写
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真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ クランクピン軸受部 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

船舶所有者は、約１６年前に本船を中古船で購入し、約１０年前に

主機を換装した後、約３年ごとにピストンの抜出し整備、直結ポンプ

類のインペラの取替え等を行っていた。 

 修理業者が本インシデント後、点検したところ、冷却海水ポンプの

黄銅製インペラがキャビテーションにより衰耗していることを認め

た。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 冷却海水ポンプインペラ 

 機関製造業者は、冷却海水ポンプに黄銅製インペラを使用した場

合、１年ごとの点検を行い、４年以内に取り替えることとしていた。 

本船は、主機の冷却清水温度の上昇警報装置の点検を行っていなか

った。 

 主機は、ピストン、シリンダライナ、クランク軸、軸受等の部品の

交換を必要としたため、換装された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、牡鹿半島西方沖を石巻漁港へ向けて北西進中、冷却海水ポ

軸の損傷 

クランクピン軸受

メタルの焼付き状

況 

インペラの衰耗状況 
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ンプのインペラが衰耗して冷却海水量が不足したことから、冷却清水

及び潤滑油の温度が上昇してピストン及びシリンダライナ、クランク

ピン軸受メタルが焼き付き、主機の運転ができなくなり、運航不能と

なったものと考えられる。 

 主機の冷却海水ポンプのインペラは、約３年ごとに交換されてお

り、早期に衰耗に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が牡鹿半島西方沖を石巻漁港へ向けて北西

進中、冷却海水ポンプのインペラが衰耗して冷却海水量が不足したた

め、冷却清水及び潤滑油の温度が上昇してピストン及びシリンダライ

ナ、クランクピン軸受が焼き付き、主機の運転ができなくなったこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・冷却海水ポンプのインペラとして黄銅製を使用している場合は、

１年ごとに点検を行うこと。 

 ・定期的に冷却清水温度の上昇警報装置の点検を行うこと。 

 


